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１ 

１ 日  時 

  令和５年１１月３０日（木）午前８時５８分～午前１０時５０分 

 

２ 場  所 

第１委員会室 

 

３ 出席委員（８名） 

委員長  神 谷   靖 

副委員長 森 島 武 芳 

委 員  榊 真 衣 子  石 塚 政 行  櫻 井 惠 二 

  関 由 紀 夫  伊 藤 幹 夫  石 井 侑 男 

 

４ 欠席委員 

  なし 

 

５ 説明員（１１名）

⑴ 総務課（５人） 

①総務課長 髙橋弘一 

②行政担当 相馬香織 

③人事担当 髙橋和寛 

④財政担当 矢板 洋 

⑤管財担当 高久英治 

⑵ 税務課（３人） 

①税務課長 佐藤裕司 

②管理収納担当 清水ゆう子 

③市民税担当 田代和子 

⑶ 生涯学習課（３人） 

①文化担当 大貫真由美 

②文化担当 津野田陽介 

③泉公民館長 情野浩志郎

 

６ 欠席説明員 

  なし 

 

７ 事務局   矢板寿江  佐藤晶昭 
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８ 付議事件  

議案第 ７号 矢板市泉きずな館設置及び管理条例の制定について 

議案第 ９号 矢板市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改 

正について 

議案第１０号 矢板市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

議案第１１号 矢板市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及 

び給与の特例に関する条例の一部改正について 

議案第１２号 矢板市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案第１６号 町の区域の変更について 

議案第１８号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更について 
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９ 会議の経過及び結果 

【開 会】 

〇委員長（神谷靖） ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しているから、会議

は成立している。 

  ただいまから、総務常任委員会を開会する。        （ ８時５８分） 

○委員長 この際、議事に入る前に直ちに別紙日程により現地調査を行いたいと思う

が、異議はないか。 

（異議なし） 

〇委員長 異議なしと認め、現地調査のため暫時休憩する。   （ ８時５８分） 

〇委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。        （１０時１０分） 

〇委員長 これより議事に入る。この委員会に付託された案件は、議案第７号、議案

第９号から議案第１２号まで、議案第１６号、及び議案第１８号の７件である。 

  なお説明に当たっては、執行部には簡潔な御説明をお願いする。 

 

議案第１２号 矢板市国民健康保険税条例の一部改正について 

〇委員長 提案者の説明を求める。 

〇税務課長（佐藤裕司） 

（「議案書」の 38～44 ページにより説明） 

〇委員長 これより議案第 12 号に対し、質疑を行う。質疑はあるか。 

（なし） 

〇委員長 なければ議案に対する質疑は、これで終了する。 

続いて討論を行う。討論はないか。 

（討論なし） 

〇委員長 なければ討論を終了する。 

これより採決する。議案第 12 号は、原案のとおり決定することに異議ないか。 
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（異議なし） 

〇委員長 異議なしと認める。 

したがって、議案第 12 号は、原案のとおり可決された。 

 

議案第 ７号 矢板市泉きずな館設置及び管理条例の制定について 

〇委員長 提案者の説明を求める。 

〇総務課長（髙橋弘一）  

(「議案書」２～８ページにより説明。) 

〇委員長 これより議案第７号に対し、質疑を行う。質疑はあるか。 

 

〇伊藤委員 ５ページから７ページまでの使用料について、１時間単位なのか午前中

だけといったものなのか。 

〇総務課長 記載のとおりである。 

〇伊藤委員 それについては失礼した。また、無償で貸すスペースはあるのか。 

〇総務課長 泉公民館として貸し出す部屋については、この条例に記載した金額で貸

出しする。そのほか本日現地調査いただいたが、２階南側の交流スペースなどは無

償である。 

〇伊藤委員 パブリックスペースであるから、多くの方が自由に行き来できると思う 

が、そこでの飲食や持込みなどはどうなのか。 

〇総務課長 所管が異なることから、後ほど回答する。 

〇総務課長 交流スペースで飲食可能かどうかについて、昨年度の全員協議会でお示

しした資料の中で、２階の交流スペースではコーヒーを飲みながら読書ができる、

また隣の調理室で作ったものを試食するなど、自由に使っていただきたいスペース

としており、そういった形で利用していただければありがたいと考えている。 
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〇石塚委員 個人的にも夢のあるすごく楽しみな施設として見ているが、使用料の料

金設定について、何か指針になるものがあって 500 円から 2,500 円までの幅の料金

となっているのか。 

〇総務課長 現在の泉公民館の使用料を基にしている。現在の泉公民館の一番大きな

部屋が現在 2,000 円となっており、新しくなった施設については、７ページの最上

段の会議室、２階の一番大きい部屋、こちらがそれに代わる施設として 2,000 円と

している。そのほかの施設については、現在の泉公民館は全て 1,000 円としている

ことから、公民館部分については全て 1,000 円という設定にしている。 

〇石塚委員 今までの泉公民館 2,000 円という設定について、市民の方から高い、安い

といった意見はあったのか。 

〇総務課長 現在担当のほうにはそういった話はないということを聞いている。 

〇委員長 ほかに質疑はあるか。 

（なし） 

〇委員長 なければ議案に対する質疑は、これで終了する。 

続いて、討論を行う。討論はないか。 

（討論なし） 

〇委員長 なければ討論を終了する。 

これより採決する。議案第７号は、原案のとおり決定することに異議ないか。 

（異議なし） 

〇委員長 異議なしと認める。 

したがって、議案第７号は、原案のとおり可決された。 

 

議案第 ９号 矢板市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

議案第１０号 矢板市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

議案第１１号 矢板市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について 

〇委員長 提案者の説明を求める。 
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〇総務課長 

（「議案書」の 15～37 ページにより説明） 

〇委員長 これより議案第９号、議案第 10 号及び議案第 11 号に対し、質疑を行う。

質疑はあるか。 

 

〇伊藤委員 確認であるが、民間の基準となる規模は社員数 1,000 人以上の企業を基

準としている数字だったかと記憶しているが、今も変わっていないのか。 

〇総務課長 確認して後ほど回答する。 

〇総務課長 人事院勧告が調査した企業の規模については、企業規模 50 人以上かつ事

業所規模 50 人以上の事業所を調査ということで実施している。 

〇委員長 ほかに質疑はあるか。 

（なし） 

〇委員長 なければ議案に対する質疑は、これで終了する。 

続いて、討論を行う。討論はないか。 

（討論なし） 

〇委員長 なければ討論を終了する。 

これより採決する。議案第９号、議案第 10 号及び議案第 11 号は、原案のとおり決

定することに異議ないか。 

（異議なし） 

〇委員長 異議なしと認める。 

したがって、議案第９号、議案第 10 号及び議案第 11 号は、原案のとおり可決され

た。 

 

議案第１６号 町の区域の変更について 

〇委員長 提案者の説明を求める。 

〇総務課長 
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(「議案書」55～56 ページにより説明。) 

〇委員長 これより議案第 16 号に対し、質疑を行う。質疑はあるか。 

（なし） 

〇委員長 なければ議案に対する質疑は、これで終了する。 

続いて、討論を行う。討論はないか。 

（討論なし） 

〇委員長 なければ討論を終了する。 

これより採決する。議案第 16 号は、原案のとおり決定することに異議ないか。 

（異議なし） 

〇委員長 異議なしと認める。 

したがって、議案第 16 号は、原案のとおり可決された。 

 

議案第１８号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更について 

〇委員長 提案者の説明を求める。 

〇総務課長 

(「議案書」58～59 ページにより説明。) 

〇委員長 これより議案第 18 号に対し、質疑を行う。質疑はあるか。 

（なし） 

〇委員長 なければ議案に対する質疑は、これで終了する。 

続いて、討論を行う。討論はないか。 

（討論なし） 

〇委員長 なければ討論を終了する。 

これより採決する。議案第 18 号は、原案のとおり決定することに異議ないか。 

（異議なし） 

〇委員長 異議なしと認める。 

したがって、議案第 18 号は、原案のとおり可決された。 
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委員長報告 

〇委員長 以上で、この委員会に審査を付託された案件は全て終了した。 

委員長報告については、私に一任願えるか。 

（異議なし） 

〇委員長 それでは、私に御一任願う。 

 

閉 会 

〇委員長 これで総務常任委員会を閉会する。          (１０時５０分) 

  



11 

 

 矢板市議会委員会条例第２５条の規定により署名する。 

 

  令和  年  月  日 

 

       総務常任委員会委員長  

 


